
法第10条第１項第８号「設立当初の事業年度の活動予算書」

設立当初の事業年度　活動予算書

（単位：円）

科目

特定非営利活動
に係る事業

合　　計

Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 140,000
賛助会員受取会費 0

140,000
２．受取寄附金
受取寄附金　　 1,000,000
施設等受入評価益 0

1,000,000
３．受取助成金等
助成金 0
補助金 0

0
４．事業収益
(1)特定非営利活動による収益

600,000

50,000

50,000

700,000
５．その他収益
受取利息 0
雑収益 0

0
経常収益計 1,840,000

Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給料手当 0
福利厚生費 0

人件費計 0
その他経費
医療費 562,500
交通費 25,000
フード費用 450,000
猫砂費用 125,000
雑費 25,000

その他経費計 1,187,500
事業費計 1,187,500

２．管理費
人件費 0
役員報酬 0
給料手当 0
福利厚生費 0

人件費計 0 0
その他経費
事務所家賃 0
会議費 0
旅費交通費 0
減価償却費 0

（２）

NPO法人　浜松ねこシェルター
法人成立の日から令和　６年　３月　３１日まで

（１）

（２）

（１）

①猫に関する知識、動物の適正飼育に関する知
識の普及、啓発、助言事業

②シェルターで猫の一時保護、必要とする治療
を受けさせ、譲渡先を斡旋する事業

③保護した猫、飼い猫の預かり矯正事業



支払利息 0

その他経費計 0
管理費計 0

経常費用計 1,187,500
当期経常増減額 652,500

Ⅲ 経常外収益
１．固定資産売却益 0 0

経常外収益計 0 0
Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 0 0

経常外費用計 0 0
当期正味財産増減額 652,500
設立時正味財産額 0
次期繰越正味財産額 652,500


